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は し が き

本報告書は、金融法務研究会第２分科会における平成 28 年度の研究の内容を取りま
とめたものである。
金融法務研究会は、平成２年 10 月の発足以来、最初のテーマとして、各国の銀行取

引約款の検討を取りあげ、その成果を平成８年２月に「各国銀行取引約款の検討―その
Ⅰ・各種約款の内容と解説」として、また平成 11 年３月に、「各国銀行取引約款の比較
―各国銀行取引約款の検討　そのⅡ」として発表した。平成 11 年１月以降は、金融法
務研究会を第１分科会と第２分科会とに分けて研究を続けている。
第２分科会で取り上げたテーマは、巻末の報告書一覧のとおりであるが、平成 28 年

度は「民法（債権関係）改正に伴う金融実務における法的課題（その２）」をテーマと
して取りあげ、その研究成果を本報告書に取りまとめた。
本報告書においては、第１章で「錯誤（表明保証を中心に）」（山下純司担当）、第２

章で「詐害行為取消権に関する改正をめぐるいくつかの問題点」（松下淳一担当）、第３
章で「債務引受の明文化の意義と課題」（中田裕康担当）、第４章で「定型約款に関する
規定（548 条の２、および、548 条の３に限る）について」（山田誠一担当）、第５章で
「改正後民法における約款の変更について」（沖野眞已担当）を取りあげている。
このうち第１章においては、平成 29 年改正民法（以下「改正民法」という。）下の新

たな民法 95 条について、表明保証違反の場面での錯誤規定の適用の有無を中心に検討
する。第２章においては、改正民法により変更等される詐害行為取消権に関する課題
（被保全債権の要件、内部者の悪意・通謀的害意・支払不能の推定規定の不存在等）に
ついて検討する。第３章においては、改正民法において新設された債務引受について、
外国法や国際的契約原則を概観したうえで、その特徴等を検討する。第４章において
は、改正民法において新設された定型約款に関する規定のうち、合意に係るみなし規定
（548 条の２）・定型約款の表示義務（548 条の３）について検討する。第５章において
は、定型約款の変更に係る規定（548 条の４）の解釈問題を検討したうえで、普通預金
規定を中心にこれまでの約款の変更例を取りあげ、改正民法下での変更可否について考
察する。
本報告書が銀行実務家をはじめ、各方面の方々のお役に立つことができれば幸いであ

る。
なお、本研究会には、銀行の法務分野から実務を担当する方にオブザーバーとしてご

参加いただいている。また、事務局を全国銀行協会業務部にお願いしている。
最後に、同分科会においては、平成 30 年度には「民法（相続関係）改正に伴う銀行

実務への影響」をテーマとして取りあげ、研究を続けている。
� 平成 31 年３月
� 金融法務研究会座長　　
� 岩　原　紳　作
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